
23.9.27 第５回給食センター整備計画検討委員会 

議題３  要求水準書について 

（１ ）要求水準書とは 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
従来方式 

 
仕様発注 ・施設の詳細な仕様について市が規定 

 
分離分割発注 ・施設の整備運営に係る各事業毎に契約（単年度）

 
ＰＦＩ方式 

 
性能発注 ・施設に必要なサービス水準を市が規定 

 
一括発注 ・施設の整備から運営まで一本の契約（長期） 

創意

工夫

効率 

節減 

 
要求水準書により発注 

（参考）学校給食センター事業における従来方式と民活方式（ＰＦＩ方式例示）スキーム 
 
 従来方式の例 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体 

・行政事務 

・建築 

・土木 

・電気 

・機械 

・衛生管理 

・栄養 

インフラ 
全体配置 
ゾーニング 
諸室配置 

衛生設備 
電気設備 
給排水設備 
空調換気設備 

調理機器仕様 
調理機器配置 

建築 維 持

管理

 

施設管理 

設備管理 

清掃・警備 

調理・配缶 

配送・受所 

洗浄・消毒 

建築設備

◎◎  建建設設設設備備ノノウウハハウウとと調調理理運運営営ノノウウハハウウのの協協働働化化  

ＳＰＣ（特別目的会社） 

   （◆出資企業から独立しており出資企業自体の破綻から隔離されている） 

ＰＦＩ(ＢＴＯ)方式（調理包括型）の例 

 
建設
会社 

 
厨房
会社 

調理
会社

等・・

等 

出  資 融資・モニタリング

設計 施工 維持管理・運営等 

全て仕様発注 

厨房設備

 

衛

生

管

理 運営

単年度契約 

再委託 

清掃
会社

 

金融機関等 

等・・ 

運送
会社コンサルタント 

支援 委託 

警備
会社

 
自治体 
・行政・建築 

・衛生管理 等 
モニタリング※ 

一体的事業範囲 

上記業務を一括発注 
（施設整備と管理体制の効率化等）

性能発注（設計・施工～維持管理・運営まで）
市の所有 

委託料＝採算ﾘｽｸが小さい 

長期契約 
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（２ ）要求水準書作成のポイント 

 

① 業務内容の網羅 
 

・ 要求水準書ひとつで、施設整備業務、維持管理業務、運営業務、修繕業務などの多岐に及ぶ業務内容

を網羅して記述。 

・ 上記各業務においても、要求水準の内容を明確に記述。 

・ 特に、遵守すべき法令や基準等についてはきちんと明示する必要。 

 
② 要求レベルの明確化 

 
・ 各業務において、市が実現したい業務の要求レベルの強弱を明確に記述。 

・ 仕様発注のように細部にわたって要求したい内容を提示する業務と、要求する業務のアウトプットの

みを提示する業務を区別し、業務のアウトプットを明示する業務に対して要求レベルを明確に記述。 

 

③ 要求水準書内容の明確化 
 

・ 要求水準書案作成後、事業者からの質問・意見・提案受付等により、市と民間事業者での見解の相違

を埋めていくとともに、必要であれば民間事業者の意見を取り入れて修正していくことも必要。 

・ 見解の相違は、必要以上の性能によるコスト増や、必要未満の性能による満足度低下等を誘発。 
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要求水準書案公表 

 
要求水準書修正案（一回目）公表 

 
要求水準書修正案（二回目）公表 

 
民間事業者からの質問等と市からの回答 

 
民間事業者からの質問等と市からの回答 

 
入札公告＝要求水準書配布 

 
事業者選定 

 
民間事業者からの質問等と市からの回答 

 
応募者との対話 

 
応募受付 

23年12月 

24 年 4 月 

24 年 9 月 
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（３ ）「（仮称）第１ 給食センター整備事業」に係る要求水準書の規定項目 

 

Ⅰ （仮称）第１給食センターの概要 

P1 本事業の目的 福岡市の当該事業における目的 

P1 基本方針 本施設整備にあたっての基本的考え方について「（仮称）第１給食

センター整備計画」でまとめたとおりに記述 

Ⅱ 施設の設計及び建設等に関する要求水準 

P3 一般事項 この章で示す事業者に求める業務範囲 

P4 法規制、適用基準等 事業者が遵守する法令や基準等 

P5 敷地条件 建設敷地、敷地面積、用途地域や建ぺい率等の各種敷地条件、イ

ンフラ整備状況など、施設整備のための条件 

P6 施設概要 施設の規模、施設形態、給食提供方式の基本的考え方など、基本

条件 

P8 要求水準・要求事項 施設整備に関わる具体的な要求水準。設計・建設業務を中心とした

内容 

Ⅲ 開業準備に関する要求水準 

P34 開業準備業務総則 この章で示す事業者に求める業務範囲 

P34 業務期間 開業準備期間（予定） 

P34 業務内容 開業準備に関わる具体的要求水準 

Ⅳ 維持管理業務に関する要求水準 

P35 維持管理業務総則 この章で示す事業者に求める業務範囲 

P38 各種業務内容 維持管理に関わる具体的要求水準 

Ⅴ 運営業務に関する要求水準 

P46 運営業務総則 この章で示す事業者に求める業務範囲 

P50 各種業務内容 運営業務に関わる具体的要求水準 

Ⅵ 業務品質の確保に関する要求水準 

P61 業務統括機能の確保 事業者内部における各業務のマネジメント 

P61 セルフモニタリングの実施 事業者自らのモニタリング 

 
 
（４ ）本要求水準書（素案）の検討の視点 

 

① 建築基準法等の一般的法的要件はもとより、学校給食法に基づく「学校給食衛生管理基準」その他「大量

調理施設マニュアル」等、給食センターに必要な法的要件に適合した施設であること。 

② 「（仮称）第１給食センター整備計画」における施設設備等の基本仕様（要旨）に沿ったものであること。 

 

（５ ）（仮称）第１ 給食センター整備運営事業要求水準書（素案） 

 

  別紙のとおり 


